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オウム真理教問題対策（状況）について 

 

 

１ 現地の状況 

信者の居住状況について、関係機関からの情報では、ＧＳハイム烏山（南烏山６－３０－

１９）に「ひかりの輪」信者５名程度が居住している模様である。 

 

２ 烏山地域オウム真理教対策住民協議会の活動状況 

（１）会議の開催状況 

令和２年度の会議については、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑み、４月 

２３日開催予定の総会を中止し、資料送付によって承認をもらう方式で行ったほか、原則

毎月開催していた実行委員会についても開催を見合わせている。一方で、会長ほか数名

の役員で構成される事務局会議は従来通り月１回開催し、事業の実施方針に関する協議

や住民協議会ニュースの編集などを行っている。 

 

３ 四者会議の開催（予定） 

  公安調査庁の呼びかけで、住民協議会、成城警察署及び世田谷区の四者により、アレフや

ひかりの輪等に関する情報交換･共有を行う予定である。 

  日  時  令和２年９月１５日（火）午後２時～ 

  場  所  烏山総合支所会議室 

 

４ 観察処分更新を求める国への要請行動（予定） 

  区及び住民協議会では、令和３年１月に期限を迎えるオウム真理教後継団体であるアレ

フ、ひかりの輪等に対する団体規制法に基づく観察処分の期間更新を求め、国への要請行

動を行う予定である。 

  日  時  令和２年９月３０日（水）午後５時～ 

場  所    法務省、公安調査庁 

  要 請 先    法務大臣、公安調査庁長官、公安審査委員会委員長 

  出 席 者    オウム真理教対策関係市区町連絡会の自治体及び住民協議会等 

 






